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「米子市公会堂の利用促進のための改修提言」
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　　米子市公会堂の存続方針が決定し、平成２３年度は基本設計が行われます。当市民会議では、公会堂の存続と早期改修を求める立場に立って、今後の公会堂の利用が今まで以上に促進される方策を検討しています。平成２２年１１月に米子市によって実施されたアンケートによりますと、公会堂を利用していない市民／改修存続を望まない市民も多く、特に３０代を中心とした世代での関心の低さが目立っていました。１５億円の改修費を投じて公会堂を改修存続するからには、新生・公会堂は、これまでに利用していない市民層も利用するにぎわいの空間となることが求められると考えます。

　　そこで当市民会議では、建築家メンバーを中心に設計のあり方を検討したり、「市民でにぎわう新生・公会堂で何がしたいのか？何が必要か？」という市民のアイデアを集めるワークショップ（「公会堂まちづくりワークショップ」）を実施したりしております。ワークショップはこれまでに３回を実施し、今後も回を重ねる予定としています。自由なアイデアを集める場としていますので、必ずしも現実的なアイデアとは限りませんが、多くのアイデアは財政的な負担は小さいわりに利用促進につながる魅力が高いものと考えられます。ここでは、基本設計の進め方について建築家の意見を元に提言させていただき、さらに、市民の意見を多面的にとらえる一つの参考としてこれまでのワークショップの成果物をお伝えし、新生・公会堂の利用促進のためにワークショップの意見を集約した提言をさせていただきます。

米子市公会堂の利用促進のための改修提言

（１）将来の文化財指定を見据えた米子市公会堂の文化的価値・村野藤吾の意匠を担保する改修とし、

それを十分理解する村野藤吾と同等の能力をもつ建築家に改修設計を担当していただきたい。

　

補足）日本を代表する建築家、故村野藤吾氏の設計による米子市公会堂は、現在でも国の登録有形文化財としての要件を満たす建築物ですが、将来、重要文化財指定される可能性もある優れた建築物です。将来の文化財指定を見据えると、この度の改修にあたっては、米子市公会堂の文化的価値、村野藤吾の意匠、を担保することがきわめて重要といえます。改修設計を担当する設計者は、これらを十分理解するもの、すなわち村野藤吾と同等の能力をもつ建築家、建築家集団が望ましいと考えます。

【参考資料１：村野藤吾賞受賞者一覧】

（２）優れた設計者を選定するために、入札ではなく、プロポーザル方式等、真に設計者の資質、能力を問う選定方法で基本設計者を選定してください。

補足）米子市の公共建築工事において、その設計者は入札によって選定されていますが、米子市公会堂の改修設計者の選定にあたっては、この方法はきわめて不適切と考えます。入札による設計者選定では、必ずしも有能な設計者が選定されるとは限らないからです。一般に入札方式は市民の利益に則した方法と考えられていますが、創造行為である建築設計においては能力に関係なく設計者が選定されるリスクがあり、結果それは市民の不利益となってしまいます。市民の財産である米子市公会堂を後世に伝えるためにも、プロポーザル方式等、真に設計者の資質、能力を問う選定方法を望みます。

【参考資料２：なぜ入札ではいけないのか～日本建築家協会ホームページより抜粋】

（３）基本設計の開始時点に、市民の希望として当ワークショップの成果物（またはそれに類する市民のアイデアを集約した資料）を、基本設計を担当する設計者に伝えてください。

　　【参考資料３：公会堂まちづくりワークショップの概要】

　　【参考資料４：公会堂まちづくりワークショップ成果物】

（４）基本設計のプロセスにおいては市民との情報交換を重視し、設計者と市民とが基本設計案のコンセンサスを得るための中間報告会を複数回開催してください。

補足）米子市公会堂は米子市の中心に位置し、文化的・建築的にも米子のシンボルですが、現状では必ずしも広い市民層には利用されていません。これに対し多くの市民は、「あのロケーションとスペースならば、もっと楽しい利用ができる」というアイデアを持っています。そのアイデアの一部は当ワークショップで表面化しましたが、まだ多くのアイデアが秘められているはずです。市民でにぎわう公会堂に変わるためには、多くの市民が改修のプロセスに参加し、基本設計に市民の希望が随所に取り入れられ、市民参画による改修が実現することが必要です。

（５）改修にあたっては以下の点を考慮してください。

1 建築部分を補修するだけではなく、付帯する管理棟や前庭広場をあわせたトータルの空間を、街なかのにぎわい空間「市民の広場」として再生を図る。

2 付帯する管理棟部分の活用方法を再検討する。コミュニティ・カフェや商業施設のテナント入居などを含め、若い世代を含む広範な市民が立ち寄れるスペースに変革する。

3 前庭広場の活用方法をイベントスペースとして再検討する。地元アーティストによる野外コンサートやフリーマーケットが週末に常に開催されるよう、設備・運営の両面を変革する。

4 周辺の中心市街地との一体的な活用を再検討する。９号線からの導線を優先し、周辺駐車場の駐車券発行、国道の横断箇所の見直し、公会堂周囲の塀や植木の除去、などを行う。

5 ホワイエも、ホワイエ・コンサートやギャラリー、カフェなどのイベントスペースと活用できるよう、設備・運営の両面を見直す。

6 大ホール部分は、女子トイレの増設・母子室の設置など、母子が利用しやすい環境を整える。

7 ライトアップ（またはキャンドルイベント）やバーの運営など、夜間の活用も促進する。

8 結婚式など市民の祝祭イベントの開催も促進する。

以上　　
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